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新

旧

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例

山
梨
県
公
害
防
止
条
例

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
七
条
）

第
二
章

公
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置

第
二
章

公
害
の
防
止
に
関
す
る
基
本
的
施
策
（
第
八
条
―
第
十
九
条
）

第
一
節

事
業
者
の
責
務
（
第
三
条
）

第
三
章

工
場
等
に
関
す
る
規
制

第
二
節

工
場
等
に
関
す
る
規
制

第
一
節

特
別
規
制
基
準
（
第
二
十
条
）

第
一
款

特
別
規
制
基
準
（
第
二
十
条
）

第
二
節

規
制
基
準
（
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
）

第
二
款

規
制
基
準
（
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
）

第
三
節

工
場
等
（
第
二
十
三
条
―
第
三
十
九
条
）

第
三
款

工
場
等
（
第
二
十
三
条
―
第
三
十
九
条
）

第
四
節

特
定
建
設
作
業
（
第
四
十
条
・
第
四
十
一
条
）

第
四
款

特
定
建
設
作
業
（
第
四
十
条
・
第
四
十
一
条
）

第
四
章

そ
の
他
の
規
制
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
八
条
）

第
三
節

そ
の
他
の
規
制
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
七
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
四
十
九
条
―
第
五
十
三
条
）

第
四
節

規
制
以
外
の
措
置
（
第
四
十
八
条
・
第
四
十
九
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
五
十
四
条
―
第
五
十
九
条
）

第
三
章

そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
防
止
の
た
め
の
措
置
（

附
則

第
五
十
条
―
第
五
十
二
条
）

第
四
章

日
常
生
活
及
び
事
業
活
動
に
お
け
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
を
図

る
た
め
の
措
置

第
一
節

自
動
車
の
使
用
に
伴
う
大
気
の
汚
染
等
の
防
止
（
第
五
十
三
条

―
第
五
十
六
条
）

第
二
節

生
活
排
水
に
よ
る
水
質
の
汚
濁
の
防
止
（
第
五
十
七
条
・
第
五

十
八
条
）

第
三
節

廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
、
循
環
的
利
用
及
び
適
正
処
分
（
第
五

十
九
条
―
第
六
十
二
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
六
十
三
条
―
第
六
十
七
条
）
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第
六
章

罰
則
（
第
六
十
八
条
―
第
七
十
四
条
）

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
公
害
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
防
止

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
県
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
確
保
す
る
う
え
に

の
た
め
の
措
置
並
び
に
日
常
生
活
及
び
事
業
活
動
に
お
け
る
環
境
へ
の
負
荷

お
い
て
公
害
の
防
止
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
他
の
法
令

の
低
減
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

に
定
め
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
害
の
防
止
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

生
活
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
法
令
と
相
ま
つ
て
、
生
活
環
境
の
保
全
に

こ
と
に
よ
り
、
公
害
対
策
の
推
進
を
図
り
、
も
つ
て
県
民
の
健
康
を
保
護
す

関
す
る
施
策
を
推
進
し
、
も
つ
て
現
在
及
び
将
来
の
県
民
の
健
康
で
文
化
的

る
と
と
も
に
、
生
活
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

略

第
二
条

略

２

略

２

略

２

環
境
へ
の
負
荷

環
境
基
本
条
例
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
環
境
へ
の

３

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
環
境
へ
の
負
荷
」
と
は
、
山
梨
県
環
境
基
本
条
例

負
荷
を
い

（
平
成
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
環
境
基
本
条
例
」
と
い
う
。

う
。

）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
環
境
へ
の
負
荷
を
い
う
。

４
〜

略

３
〜
９

略

10
第
二
章

公
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置

第
一
節

事
業
者
の
責
務
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（
事
業
者
の
責
務
）

第
三
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
よ
る
公
害
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の

第
三
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
よ
る
公
害
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の

責
任
に
お
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
県

が
実
施

責
任
に
お
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
県
又
は
市
町
村
が
実
施

す
る
公
害
の
防
止
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
責
務
を
有
す
る
。

す
る
公
害
の
防
止
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２
・
３

略

２
・
３

略

４

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
廃
棄
物
を
自
ら
の
責
任
に

お
い
て
適
正
に
処
理
す
る
と
と
も
に
、
物
の
製
造
、
加
工
等
に
際
し
て
、
そ

の
製
品
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
公
害
の
発
生
の
防
止
に
資
す
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

略

５

略

（
県
の
責
務
）

第
四
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

削
除

第
四
条

県
は
、
県
民
の
健
康
を
保
護
し
、
及
び
生
活
環
境
を
保
全
す
る
使
命

を
達
成
す
る
た
め
、
国
が
行
う
施
策
と
あ
い
ま
つ
て
、
県
の
自
然
的
、
社
会

的
条
件
に
応
じ
た
公
害
の
防
止
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び

こ
れ
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
市
町
村
の
責
務
）

第
五
条

市
町
村
は
、
住
民
の
健
康
を
保
護
し
、
及
び
生
活
環
境
を
保
全
す
る

た
め
、
国
及
び
県
が
行
う
施
策
と
あ
い
ま
つ
て
、
当
該
地
域
の
自
然
的
、
社

会
的
条
件
に
応
じ
た
公
害
の
防
止
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
こ
れ
を

実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
県
と
市
町
村
と
の
関
係
）

第
六
条

県
は
、
公
害
の
防
止
に
関
す
る
施
策
の
う
ち
、
主
と
し
て
、
広
域
に
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わ
た
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
並
び
に
市
町
村
の
行
う
施
策
の
総
合
調
整
に

当
た
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
市
町
村
の
公
害
の
防
止
に
関
す
る
施
策
が
十
分
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
責
務
）

第
七
条

県
民
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
公
害
の
防
止
に
関
す
る
施
策

に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
み
だ
り
に
公
害
の
原
因
と
な
る
行
為
を
行
わ

な
い
よ
う
に
し
、
地
域
の
良
好
な
環
境
を
保
全
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
章

公
害
の
防
止
に
関
す
る
基
本
的
施
策

（
環
境
上
の
基
準
）

第
八
条

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
大
気
の
汚
染
、
水
質
の
汚
濁
、
騒
音
等
に
係
る
環
境
上
の
条

件
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
県
民
の
健
康
を
保
護
し
、
及
び
生
活
環
境
を
保
全

す
る
う
え
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

。
（
地
域
公
害
防
止
計
画
）

第
九
条

知
事
は
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
き
、
当
該
地

域
の
実
情
に
応
じ
た
地
域
公
害
防
止
計
画
を
策
定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す

る
も
の
と
す
る
。
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（
規
制
の
措
置
）

第
十
条

知
事
は
、
大
気
の
汚
染
、
水
質
の
汚
濁
、
騒
音
等
の
原
因
と
な
る
排

出
等
に
関
す
る
規
制
そ
の
他
公
害
の
防
止
に
関
す
る
必
要
な
規
制
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
開
発
等
に
お
け
る
公
害
防
止
の
配
慮
）

第
十
一
条

知
事
は
、
地
域
の
開
発
、
整
備
そ
の
他
土
地
利
用
に
関
す
る
施
策

の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
つ
て
は
、
公
害
の
防
止
に
つ
い
て
十
分
な
配
慮
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
害
防
止
に
関
す
る
施
設
の
整
備
等
の
推
進
）

第
十
二
条

知
事
は
、
緩
衝
地
帯
の
設
置
等
公
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
事

業
及
び
下
水
道
、
廃
棄
物
の
公
共
的
な
処
理
施
設
そ
の
他
公
害
の
防
止
に
資

す
る
公
共
施
設
の
整
備
の
事
業
を
推
進
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
監
視
、
測
定
等
）

第
十
三
条

知
事
は
、
公
害
の
状
況
を
は
握
し
、
及
び
公
害
の
防
止
の
た
め
の

規
制
の
措
置
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
監
視
、
測
定
、
試
験
及
び

検
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
調
査
研
究
の
推
進
等
）

第
十
四
条

知
事
は
、
公
害
の
予
測
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
公
害
の
防
止
の
た

め
に
講
ず
べ
き
施
策
の
策
定
に
必
要
な
調
査
を
実
施
し
、
及
び
公
害
の
防
止
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に
資
す
る
研
究
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
普
及
し
、
及
び
研
究

者
の
養
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
害
の
状
況
等
の
公
表
）

第
十
五
条

知
事
は
、
県
内
の
公
害
の
状
況
に
つ
い
て
監
視
し
、
測
定
し
、
又

は
調
査
し
た
結
果
を
県
民
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
法
令
又
は
こ
の
条
例
に
違
反
し
て
著
し
く
公
害
を
発
生
さ
せ
て
い
る

者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
者
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
者
に
対
す
る
助
成
）

第
十
六
条

知
事
は
、
事
業
者
が
行
う
公
害
の
防
止
の
た
め
の
施
設
の
整
備
等

に
つ
い
て
必
要
な
資
金
の
あ
つ
せ
ん
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
講

ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
つ
て
は
、
中
小
企
業
者
に
対
し
、
特
別
の

配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
苦
情
処
理
体
制
の
整
備
等
）

第
十
七
条

知
事
は
、
公
害
に
関
す
る
苦
情
処
理
の
体
制
を
整
備
し
、
並
び
に

関
係
市
町
村
長
及
び
関
係
行
政
機
関
と
協
力
し
て
、
公
害
に
関
す
る
苦
情
の

適
切
な
処
理
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
知
識
の
普
及
等
）

第
十
八
条

知
事
は
、
公
害
に
関
す
る
知
識
の
普
及
を
図
る
と
と
も
に
、
公
害

の
防
止
の
思
想
を
高
め
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
自
然
環
境
の
保
護
）

第
十
九
条

知
事
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
他
の
施
策
と
あ
い
ま
つ
て
公
害
の

防
止
に
資
す
る
よ
う
緑
地
の
保
全
そ
の
他
自
然
環
境
の
保
護
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

工
場
等
に
関
す
る
規
制

第
三
章

工
場
等
に
関
す
る
規
制

第
一
節

特
別
規
制
基
準

第
一
節

特
別
規
制
基
準

第
二
節

工
場
等
に
関
す
る
規
制

第
一
款

特
別
規
制
基
準

第
二
十
条

略

第
二
十
条

略
第
二
節

規
制
基
準

第
二
節

規
制
基
準

第
二
款

規
制
基
準

第
二
款

規
制
基
準

第
二
十
一
条

略

第
二
十
一
条

略

第
三
節

工
場
等

第
三
節

工
場
等

第
三
款

工
場
等

第
三
款

工
場
等
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第
二
十
三
条

略

第
二
十
三
条

略

(

計
画
変
更
命
令
等)

(

計
画
変
更
命
令
等)

第
三
十
条

知
事
は
、
第
二
十
七
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
騒
音
又

第
三
十
条

知
事
は
、
第
二
十
七
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
騒
音
又

は
振
動
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
騒
音
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
届
出
を

は
振
動
（
以
下

「
騒
音
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
届
出
を

除
く
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
特
定
施
設
に
係
る

除
く
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
特
定
施
設
に
係
る

ば
い
煙
等
の
濃
度
等
が
当
該
特
定
施
設
に
係
る
規
制
基
準
に
適
合
し
な
い
と

ば
い
煙
等
の
濃
度
等
が
当
該
特
定
施
設
に
係
る
規
制
基
準
に
適
合
し
な
い
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
限
り
、
当

認
め
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
限
り
、
当

該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
届
出
に
係
る
特
定
施
設
の
構
造
、
配
置
若

該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
届
出
に
係
る
特
定
施
設
の
構
造
、
配
置
若

し
く
は
使
用
の
方
法
若
し
く
は
ば
い
煙
等
の
処
理
方
法
に
関
す
る
計
画
の
変

し
く
は
使
用
の
方
法
若
し
く
は
ば
い
煙
等
の
処
理
方
法
に
関
す
る
計
画
の
変

更
を
命
じ
、
又
は
当
該
届
出
に
係
る
特
定
施
設
の
設
置
に
関
す
る
計
画
の
廃

更
を
命
じ
、
又
は
当
該
届
出
に
係
る
特
定
施
設
の
設
置
に
関
す
る
計
画
の
廃

止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

略

２

略

第
四
節

特
定
建
設
作
業

第
四
節

特
定
建
設
作
業

第
四
款

特
定
建
設
作
業

第
四
款

特
定
建
設
作
業

第
四
十
条

略

第
四
十
条

略

第
四
章

そ
の
他
の
規
制

第
四
章

そ
の
他
の
規
制

第
三
節

工
場
等
以
外
に

第
三
節

そ
の
他
の
規
制

（
屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
の
禁
止
）

（
屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
の
制
限
）
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第
四
十
二
条

何
人
も
、
燃
焼
に
伴
つ
て
ば
い
煙
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ
イ

第
四
十
二
条

何
人
も
、
ゴ
ム
、
ピ
ツ
チ
、
皮
革
等
燃
焼
の
際
ば
い
煙

オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。
）
又
は
悪
臭
を
発
生
す
る
物

又
は
悪
臭
を
発
生
す
る
物

質
で
あ
つ
て
ゴ
ム
、
合
成
樹
脂
、
油
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
を
焼
却
炉

質
で
あ
つ
て

規
則
で
定
め
る
も
の
を
多
量
に

、
ボ
イ
ラ
ー
等
の
燃
焼
設
備
を
使
用
し
て
燃
焼
さ
せ
る
場
合
そ
の
他
規
則
で

定
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
屋
外
に
お
い
て
燃
焼
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た

屋
外
に
お
い
て
燃
焼
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

だ
し
、
焼
却
炉
の
使
用
等
適
切
な
処
理
方
法
に
よ
り
燃
焼
さ
せ
る
場
合
は

百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限

、
こ
の
限

り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

（
有
害
物
質
の
地
下
浸
透
の
禁
止
）

（
有
害
物
質
の
地
下
浸
透
の
禁
止
）

第
四
十
三
条

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
シ
ア
ン
等
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を

第
四
十
三
条

何
人
も
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
シ
ア
ン
等
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
質
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
質
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
含
む

に
お
い
て
「
有
害
物
質
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
者
（
事
業
活
動
に
伴
つ

て
付
随
的
に
有
害
物
質
を
生
成
さ
せ
、
又
は
排
出
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

者
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
は
、
そ

の
取
扱
い
に
係
る
水
又
は
廃
液
（
当
該
水
又
は
廃
液
を
処
理
し
た
も
の
を
含

水
又
は
廃
液
（
当
該
水
又
は
廃
液
を
処
理
し
た
も
の
を
含

む
。
）
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
地
下
に
浸
透
さ

む
。
）

を
地
下
に
浸
透
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
。

せ
て
は
な
ら
な
い
。

一

有
害
物
質
を
製
造
し
、
使
用
し
、
処
理
し
、
又
は
保
管
す
る
者
（
水
質

一

有
害
物
質
を
製
造
し
、
使
用
し
、
処
理
し
、
又
は
保
管
す
る
者
（
水
質

汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
地
下
浸
透
水
を
排
出
す
る

汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
地
下
浸
透
水
を
排
出
す
る

者
を
除
く
。
）

者
を
除
く
。
）

二

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

二

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

同
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
四
百
三
十
三
号
）
別
表
第
二
に
定
め

同
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
四
百
三
十
三
号
）
別
表
第
二
に
定
め

る
特
定
施
設
を
設
置
す
る
者

る
特
定
施
設
を
設
置
す
る
者
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第
四
十
七
条

略

第
四
十
七
条

略

第
四
節

規
制
以
外
の
措
置

第
四
節

規
制
以
外
の
措
置

（
環
境
上
の
基
準
）

（
自
動
車
の
使
用
者
等
の
義
務
）

第
四
十
八
条

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
大
気
の
汚
染
、
水

第
四
十
八
条

自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十

質
の
汚
濁
、
騒
音
等
に
係
る
環
境
上
の
条
件
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
県
民
の

五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

健
康
を
保
護
し
、
及
び
生
活
環
境
を
保
全
す
る
う
え
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
が

原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
保
有
者
そ
の
他
自
動
車
の
装

望
ま
し
い
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

置
の
整
備
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
又
は
自
動
車
の
運
転
を
す
る
者
は
、

排
出
ガ
ス
及
び
騒
音
の
低
減
を
図
る
た
め
、
必
要
な
整
備
を
行
い
、
又
は
適

正
な
運
転
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
公
害
防
止
計
画
）

（
地
域
公
害
防
止
計
画
）

第
四
十
九
条

知
事
は
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
市
町
村
の
長
の
意
見
を
聴
き
、

第
四
十
九
条

知
事
は
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
市
町
村
の
長
の
意
見
を
聴
き
、

当
該
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
公
害
の
防
止
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し
、
及
び

当
該
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
公
害
の
防
止
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し
、
及
び

こ
れ
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
防
止
の
た
め
の
措

第
三
章

そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
防
止
の
た
め
の
措

置

置

（
光
害
の
防
止
）

（
光
害
の
防
止
）

第
五
十
条

何
人
も
、
屋
外
に
お
い
て
照
明
器
具
を
使
用
す
る
と
き
は
、
安
全

第
五
十
条

何
人
も
、
屋
外
に
お
い
て
照
明
器
具
を
使
用
す
る
と
き
は
、
安
全

の
確
保
そ
の
他
の
照
明
器
具
の
使
用
の
目
的
を
確
保
し
つ
つ
、
当
該
照
明
器

の
確
保
そ
の
他
の
照
明
器
具
の
使
用
の
目
的
を
確
保
し
つ
つ
、
当
該
照
明
器

具
か
ら
照
射
さ
れ
る
光
の
量
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ
と
、
照
射
の

具
か
ら
照
射
さ
れ
る
光
の
量
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ
と
、
照
射
の
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対
象
の
範
囲
の
外
に
漏
れ
る
光
の
量
を
で
き
る
だ
け
少
な
い
も
の
と
す
る
こ

対
象
の
範
囲
の
外
に
漏
れ
る
光
の
量
を
で
き
る
だ
け
少
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
等
に
よ
り
、
光
害
（
照
明
器
具
か
ら
照
射
さ
れ
る
光
の
量
又
は
方
向
に
よ

と
等
に
よ
り
、
光
害
（
照
明
器
具
か
ら
照
射
さ
れ
る
光
の
量
又
は
方
向
に
よ

り
、
不
快
感
、
信
号
等
の
重
要
情
報
を
認
知
す
る
能
力
の
低
下
等
人
の
活
動

り
、
不
快
感
、
信
号
等
の
重
要
情
報
を
認
知
す
る
能
力
の
低
下
等
人
の
活
動

及
び
動
植
物
（
人
の
生
活
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
生
育

及
び
動
植
物
（
人
の
生
活
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
生
育

に
悪
影
響
が
生
ず
る
こ
と
を
い
う
。
）
が
生
じ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

に
悪
影
響
が
生
ず
る
こ
と
を
い
う
。
）
が
生
じ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
等
の
使
用
の
禁
止
）

（
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
等
の
使
用
の
禁
止
）

第
五
十
一
条

何
人
も
、
屋
外
に
お
い
て
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
等
（
隔
地
の
対
象
物

第
五
十
一
条

何
人
も
、
屋
外
に
お
い
て
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
等
（
隔
地
の
対
象
物

を
照
射
す
る
機
能
を
有
す
る
照
明
器
具
で
あ
つ
て
、
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
、
投
光

を
照
射
す
る
機
能
を
有
す
る
照
明
器
具
で
あ
つ
て
、
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
、
投
光

器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
、
自
己
が
所
有
し
、
又
は

器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
、
自
己
が
所
有
し
、
又
は

占
有
す
る
物
に
照
射
す
る
方
法
以
外
の
方
法
で
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

占
有
す
る
物
に
照
射
す
る
方
法
以
外
の
方
法
で
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
犯
罪
の
捜
査
、
遭
難
者
の
捜
索
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
こ

だ
し
、
犯
罪
の
捜
査
、
遭
難
者
の
捜
索
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

の
限
り
で
な
い
。

（
行
為
の
停
止
）

（
行
為
の
停
止
）

第
五
十
二
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
認
め
る

第
五
十
二
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章

日
常
生
活
及
び
事
業
活
動
に
お
け
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減

第
四
章

日
常
生
活
及
び
事
業
活
動
に
お
け
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減

を
図
る
た
め
の
措
置

を
図
る
た
め
の
措
置

第
一
節

自
動
車
の
使
用
に
伴
う
大
気
の
汚
染
等
の
防
止

第
一
節

自
動
車
の
使
用
に
伴
う
大
気
の
汚
染
等
の
防
止

（
自
動
車
を
使
用
す
る
者
等
の
責
務
）

（
自
動
車
を
使
用
す
る
者
等
の
責
務
）
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第
五
十
三
条

自
動
車
（
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

第
五
十
三
条

自
動
車
（
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
使
用
す
る
者
は
、
必
要
な
整
備
を
行
う
こ
と
、
自
動
車
を
効
率

同
じ
。
）
を
使
用
す
る
者
は
、
必
要
な
整
備
を
行
う
こ
と
、
自
動
車
を
効
率

的
に
使
用
す
る
こ
と
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
自
動

的
に
使
用
す
る
こ
と
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
自
動

車
の
使
用
に
伴
う
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

車
の
使
用
に
伴
う
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

２

自
動
車
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
が
発
生
し
な
い

２

自
動
車
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
が
発
生
し
な
い

か
又
は
そ
の
発
生
量
が
相
当
程
度
少
な
い
自
動
車
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

か
又
は
そ
の
発
生
量
が
相
当
程
度
少
な
い
自
動
車
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「
低
公
害
車
」
と
い
う
。
）
を
購
入
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
低
公
害
車
」
と
い
う
。
）
を
購
入
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

（
駐
車
時
の
原
動
機
の
停
止
）

（
駐
車
時
の
原
動
機
の
停
止
）

第
五
十
四
条

自
動
車
を
運
転
す
る
者
は
、
自
動
車
を
駐
車
し
て
い
る
間
は
、

第
五
十
四
条

自
動
車
を
運
転
す
る
者
は
、
自
動
車
を
駐
車
し
て
い
る
間
は
、

原
動
機
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
道
路
交
通
法
施
行
令
（

原
動
機
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
道
路
交
通
法
施
行
令
（

昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
緊
急
自
動
車

昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
緊
急
自
動
車

を
当
該
緊
急
自
動
車
の
用
務
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
場
合
そ
の
他
規
則
で

を
当
該
緊
急
自
動
車
の
用
務
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
場
合
そ
の
他
規
則
で

定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
運
転
す
る
者
に
対
し
、

２

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
運
転
す
る
者
に
対
し
、

前
項
本
文
に
規
定
す
る
原
動
機
の
停
止
を
行
う
よ
う
に
指
導
し
、
又
は
周
知

前
項
本
文
に
規
定
す
る
原
動
機
の
停
止
を
行
う
よ
う
に
指
導
し
、
又
は
周
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

他
人
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
駐
車
場
を
設
置
し
、
又
は
管
理

３

他
人
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
駐
車
場
を
設
置
し
、
又
は
管
理

す
る
者
は
、
当
該
駐
車
場
の
使
用
者
に
対
し
、
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
原

す
る
者
は
、
当
該
駐
車
場
の
使
用
者
に
対
し
、
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
原

動
機
の
停
止
を
行
う
よ
う
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

動
機
の
停
止
を
行
う
よ
う
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
の
環
境
情
報
の
周
知
）

（
自
動
車
の
環
境
情
報
の
周
知
）

第
五
十
五
条

自
動
車
の
販
売
を
業
と
す
る
者
は
、
販
売
す
る
自
動
車
で
あ
つ

第
五
十
五
条

自
動
車
の
販
売
を
業
と
す
る
者
は
、
販
売
す
る
自
動
車
で
あ
つ



- 13 -

て
規
則
で
定
め
る
も
の
の
使
用
に
伴
い
発
生
す
る
窒
素
酸
化
物
そ
の
他
の
規

て
規
則
で
定
め
る
も
の
の
使
用
に
伴
い
発
生
す
る
窒
素
酸
化
物
そ
の
他
の
規

則
で
定
め
る
環
境
へ
の
負
荷
に
関
す
る
項
目
の
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

則
で
定
め
る
環
境
へ
の
負
荷
に
関
す
る
項
目
の
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
環
境
情
報
」
と
い
う
。
）
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
当
該
自
動
車
を
購
入

て
「
環
境
情
報
」
と
い
う
。
）
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
当
該
自
動
車
を
購
入

し
よ
う
と
す
る
者
に
交
付
し
、
当
該
自
動
車
に
係
る
環
境
情
報
の
説
明
を
行

し
よ
う
と
す
る
者
に
交
付
し
、
当
該
自
動
車
に
係
る
環
境
情
報
の
説
明
を
行

う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
の
使
用
に
伴
う
環
境
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
施
策
の
推
進
）

（
自
動
車
の
使
用
に
伴
う
環
境
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
施
策
の
推
進
）

第
五
十
六
条

県
は
、
低
公
害
車
の
使
用
の
促
進
、
道
路
の
構
造
の
改
善
そ
の

第
五
十
六
条

県
は
、
低
公
害
車
の
使
用
の
促
進
、
道
路
の
構
造
の
改
善
そ
の

他
の
自
動
車
の
使
用
に
伴
う
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
施
策
を
推
進

他
の
自
動
車
の
使
用
に
伴
う
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
施
策
を
推
進

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

生
活
排
水
に
よ
る
水
質
の
汚
濁
の
防
止

第
二
節

生
活
排
水
に
よ
る
水
質
の
汚
濁
の
防
止

（
日
常
生
活
等
に
伴
う
水
質
の
汚
濁
の
防
止
）

（
日
常
生
活
等
に
伴
う
水
質
の
汚
濁
の
防
止
）

第
五
十
七
条

何
人
も
、
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
を
図
る
た
め
、
調
理
く

第
五
十
七
条

何
人
も
、
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
を
図
る
た
め
、
調
理
く

ず
及
び
廃
食
用
油
を
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
、
洗
剤
を
適
正
に
使
用
す
る
こ

ず
及
び
廃
食
用
油
を
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
、
洗
剤
を
適
正
に
使
用
す
る
こ

と
等
に
心
が
け
る
こ
と
に
よ
り
、
日
常
生
活
に
伴
つ
て
排
出
さ
れ
る
水
に
よ

と
等
に
心
が
け
る
こ
と
に
よ
り
、
日
常
生
活
に
伴
つ
て
排
出
さ
れ
る
水
に
よ

る
水
質
の
汚
濁
を
防
止
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
水
質
の
汚
濁
を
防
止
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

何
人
も
、
キ
ャ
ン
プ
活
動
そ
の
他
の
野
外
活
動
を
行
う
と
き
は
、
調
理
に

２

何
人
も
、
キ
ャ
ン
プ
活
動
そ
の
他
の
野
外
活
動
を
行
う
と
き
は
、
調
理
に

使
用
し
た
油
を
回
収
す
る
こ
と
、
食
用
に
供
さ
れ
な
か
つ
た
食
品
を
持
ち
帰

使
用
し
た
油
を
回
収
す
る
こ
と
、
食
用
に
供
さ
れ
な
か
つ
た
食
品
を
持
ち
帰

る
こ
と
等
に
心
が
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
野
外
活
動
に
伴
つ
て
排
出
さ
れ

る
こ
と
等
に
心
が
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
野
外
活
動
に
伴
つ
て
排
出
さ
れ

る
水
に
よ
る
公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚
濁
を
防
止
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

る
水
に
よ
る
公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚
濁
を
防
止
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
生
活
排
水
対
策
に
関
す
る
施
策
の
推
進
）

（
生
活
排
水
対
策
に
関
す
る
施
策
の
推
進
）
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第
五
十
八
条

知
事
は
、
生
活
排
水
の
排
出
に
よ
る
公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚

第
五
十
八
条

知
事
は
、
生
活
排
水
の
排
出
に
よ
る
公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚

濁
の
防
止
を
図
る
た
め
、
市
町
村
と
連
携
し
て
、
生
活
排
水
の
処
理
施
設
の

濁
の
防
止
を
図
る
た
め
、
市
町
村
と
連
携
し
て
、
生
活
排
水
の
処
理
施
設
の

効
率
的
な
整
備
に
関
す
る
広
域
的
な
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
整
備
の
促
進
に

効
率
的
な
整
備
に
関
す
る
広
域
的
な
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
整
備
の
促
進
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
下
水
道
の
整
備
、
浄
化
槽
の
設
置
そ
の
他
の
生
活
排
水
の
排
出
に

２

県
は
、
下
水
道
の
整
備
、
浄
化
槽
の
設
置
そ
の
他
の
生
活
排
水
の
排
出
に

よ
る
公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚
濁
の
防
止
を
図
る
た
め
の
対
策
を
実
施
す
る

よ
る
公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚
濁
の
防
止
を
図
る
た
め
の
対
策
を
実
施
す
る

市
町
村
に
対
し
、
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

市
町
村
に
対
し
、
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
、
循
環
的
利
用
及
び
適
正
処
分

第
三
節

廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
、
循
環
的
利
用
及
び
適
正
処
分

（
事
業
活
動
に
お
け
る
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
）

（
事
業
活
動
に
お
け
る
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
）

第
五
十
九
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
際
し
て
は
、
原
材
料
等

第
五
十
九
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
際
し
て
は
、
原
材
料
等

が
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
廃
棄
物
等
（
環
境
基
本
条
例
第
十
条
に
規
定
す

が
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
廃
棄
物
等
（
環
境
基
本
条
例
第
十
条
に
規
定
す

る
廃
棄
物
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
こ
と
を
抑

る
廃
棄
物
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
こ
と
を
抑

制
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
そ
の
他
の
廃
棄
物
等
の
発
生
の
抑
制
、
廃
棄
物

制
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
そ
の
他
の
廃
棄
物
等
の
発
生
の
抑
制
、
廃
棄
物

等
の
う
ち
資
源
と
な
る
も
の
の
再
使
用
、
再
生
利
用
等
の
循
環
的
な
利
用
及

等
の
う
ち
資
源
と
な
る
も
の
の
再
使
用
、
再
生
利
用
等
の
循
環
的
な
利
用
及

び
廃
棄
物
等
の
う
ち
資
源
と
な
ら
な
い
も
の
の
適
正
な
処
分
（
以
下
こ
の
節

び
廃
棄
物
等
の
う
ち
資
源
と
な
ら
な
い
も
の
の
適
正
な
処
分
（
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
「
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
必
要
な
措

に
お
い
て
「
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
県
が
実
施
す
る
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
施
策
に

２

事
業
者
は
、
県
が
実
施
す
る
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
施
策
に

協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
日
常
生
活
に
お
け
る
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
）

（
日
常
生
活
に
お
け
る
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
）

第
六
十
条

県
民
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
製
品
を
な
る
べ
く
長
期
間
使
用

第
六
十
条

県
民
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
製
品
を
な
る
べ
く
長
期
間
使
用

す
る
こ
と
、
再
生
品
を
使
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
廃
棄
物
等
の
発
生
を
抑

す
る
こ
と
、
再
生
品
を
使
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
廃
棄
物
等
の
発
生
を
抑
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制
し
、
並
び
に
廃
棄
物
等
の
う
ち
資
源
と
な
る
も
の
の
循
環
的
な
利
用
及
び

制
し
、
並
び
に
廃
棄
物
等
の
う
ち
資
源
と
な
る
も
の
の
循
環
的
な
利
用
及
び

廃
棄
物
等
の
う
ち
資
源
と
な
ら
な
い
も
の
の
適
正
な
処
分
を
促
進
す
る
よ
う

廃
棄
物
等
の
う
ち
資
源
と
な
ら
な
い
も
の
の
適
正
な
処
分
を
促
進
す
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

県
民
は
、
県
が
実
施
す
る
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
施
策
に
協

２

県
民
は
、
県
が
実
施
す
る
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
施
策
に
協

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
物
総
合
計
画
）

（
廃
棄
物
総
合
計
画
）

第
六
十
一
条

知
事
は
、
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的

第
六
十
一
条

知
事
は
、
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的

か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
総

か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
総

合
的
な
計
画
（
以
下
「
廃
棄
物
総
合
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の

合
的
な
計
画
（
以
下
「
廃
棄
物
総
合
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

２

廃
棄
物
総
合
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る

２

廃
棄
物
総
合
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る

。

。

一

廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

一

廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

二

廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
し
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施

二

廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
し
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施

策

策

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る

施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３

県
は
、
事
業
者
、
県
民
及
び
市
町
村
と
連
携
し
て
廃
棄
物
総
合
計
画
の
推

３

県
は
、
事
業
者
、
県
民
及
び
市
町
村
と
連
携
し
て
廃
棄
物
総
合
計
画
の
推

進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
の
作
成
等
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
の
作
成
等
）

第
六
十
二
条

そ
の
事
業
活
動
に
伴
い
多
量
の
産
業
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理

第
六
十
二
条

そ
の
事
業
活
動
に
伴
い
多
量
の
産
業
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う

。
）
を
生
ず
る
事
業
場
を
設
置
し
て
い
る
事
業
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も

。
）
を
生
ず
る
事
業
場
を
設
置
し
て
い
る
事
業
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
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の
（
次
項
に
お
い
て
「
多
量
排
出
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
で
定
め

の
（
次
項
に
お
い
て
「
多
量
排
出
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
で
定
め

る
基
準
に
従
い
、
当
該
事
業
場
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
処

る
基
準
に
従
い
、
当
該
事
業
場
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
処

理
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

理
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

多
量
排
出
事
業
者
は
、
前
項
の
計
画
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
規
則
で

２

多
量
排
出
事
業
者
は
、
前
項
の
計
画
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
計
画
及
び
前
項
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
規
則
で

３

知
事
は
、
第
一
項
の
計
画
及
び
前
項
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

雑
則

第
五
章

雑
則

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
六
十
三
条

知
事
は
、
第
二
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

第
四
十
九
条

知
事
は
、
こ
の
条
例

の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

工
場
等
を
設
置
す
る
者
又
は
特
定
建
設
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
を
施
工
す
る

工
場
等
を
設
置
す
る
者
又
は
特
定
建
設
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
を
施
工
す
る

者
に
対
し
、
施
設
又
は
作
業
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
、
報
告
を

者
に
対
し
、
施
設
又
は
作
業
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
、
報
告
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
等
）

（
立
入
検
査
等
）

第
六
十
四
条

知
事
は
、
第
二
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

第
五
十
条

知
事
は
、
こ
の
条
例

の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当

当
該
職
員
に
、
工
場
等
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
人
に
質
問
さ
せ

該
職
員
に
、
工
場
等
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
人
に
質
問
さ
せ
、

、
又
は
帳
簿
書
類
、
施
設
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
帳
簿
書
類
、
施
設
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

略

２
・
３

略

第
六
十
五
条

略

第
五
十
一
条

略

（
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
）

（
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
）
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第
六
十
六
条

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
山

第
五
十
二
条

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
山

梨
県
環
境
保
全
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

梨
県
環
境
保
全
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
工
場
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特

一

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
工
場
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特

定
施
設
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
建
設
作
業

定
施
設
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
建
設
作
業

二

第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
規
制
基
準

二

第
八
条
に
規
定
す
る
環
境
上
の
基
準

三

第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
基
準

三

第
九
条
に
規
定
す
る
地
域
公
害
防
止
計
画

四

第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
計
画

四

第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
規
制
基
準

五

第
四
十
八
条
の
十
棄
物
総
合
計
画

五

第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
総
合
計
画

第
六
十
七
条

略

第
五
十
三
条

略

第
六
章

罰
則

第
六
章

罰
則

第
六
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

第
五
十
四
条

次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

第
六
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

第
五
十
五
条

次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
〜
三

略

一
〜
三

略

２

略

２

略

第
七
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
又

第
五
十
六
条

次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役

は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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一
・
二

略

一
・
二

略

第
七
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰

第
五
十
七
条

次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

金
に
処
す
る
。

一
〜
三

略

一
〜
三

略

四

第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た

四

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た

者

者

五

第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は

五

第
五
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は

忌
避
し
た
者

忌
避
し
た
者

第
七
十
二
条
・
第
七
十
三
条

略

第
五
十
八
条
・
第
五
十
九
条

略

第
七
十
四
条

第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
五
万
円

以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
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山

梨

県

過

疎

地

域

に

お

け

る

県

税

の

特

別

措

置

に

関

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

（

附

則

第

三

項

関

係

）

新

旧

（
課
税
免
除
）

（
課
税
免
除
）

第
二
条

知
事
は
、
過
疎
地
域
内
に
お
い
て
、
当
該
過
疎
地
域
の
公
示
の
日
か

第
二
条

知
事
は
、
過
疎
地
域
内
に
お
い
て
、
当
該
過
疎
地
域
の
公
示
の
日
か

ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三

ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
三
号
又
は
第
四
十

十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
三
号
又
は
第
四
十

五
条
第
一
項
の
表
の
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
設
備
で
あ
つ
て
、
取

五
条
第
一
項
の
表
の
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
設
備
で
あ
つ
て
、
取

得
価
額
の
合
計
額
が
二
千
五
百
万
円
を
超
え
る
も
の
（
以
下
「
適
用
設
備
」

得
価
額
の
合
計
額
が
二
千
五
百
万
円
を
超
え
る
も
の
（
以
下
「
適
用
設
備
」

と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
、
こ
れ
を
事
業
の
用
に
供
し
た
者
に

と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
、
こ
れ
を
事
業
の
用
に
供
し
た
者
に

つ
い
て
、
当
該
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
適
用
設
備
が
山
梨
県
生
活
環
境
の

つ
い
て
、
当
該
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
適
用
設
備
が
山
梨
県
公
害
防
止
条

保
全
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
二
号
）
第
二
十
条
又

例

（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
二
号
）
第
二
十
条
又

は
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
規
制
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る

は
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
規
制
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る

場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

県
税
の
課
税
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

県
税
の
課
税
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

略

一
〜
三

略

２

略

２

略
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山

梨

県

工

業

等

導

入

地

区

に

お

け

る

県

税

の

特

別

措

置

に

関

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

（

附

則

第

四

項

関

係

）

新

旧

（
課
税
免
除
）

（
課
税
免
除
）

第
二
条

知
事
は
、
指
定
地
区
内
に
お
い
て
省
令
第
二
条
に
規
定
す
る
工
業
等

第
二
条

知
事
は
、
指
定
地
区
内
に
お
い
て
省
令
第
二
条
に
規
定
す
る
工
業
等

の
用
に
供
す
る
設
備
（
以
下
「
対
象
設
備
」
と
い
う
。
）
で
、
こ
れ
を
構
成

の
用
に
供
す
る
設
備
（
以
下
「
対
象
設
備
」
と
い
う
。
）
で
、
こ
れ
を
構
成

す
る
減
価
償
却
資
産
の
う
ち
に
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

す
る
減
価
償
却
資
産
の
う
ち
に
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の

二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の

表
の
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
設
備
（
展
示
場
用
の
建
物
及
び
当
該

表
の
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
設
備
（
展
示
場
用
の
建
物
及
び
当
該

建
物
に
係
る
償
却
資
産
を
除
く
。
以
下
「
適
用
設
備
」
と
い
う
。
）
を
含
む

建
物
に
係
る
償
却
資
産
を
除
く
。
以
下
「
適
用
設
備
」
と
い
う
。
）
を
含
む

も
の
を
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た

も
の
を
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た

者
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
が
山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
（
昭

者
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
が
山
梨
県
公
害
防
止
条
例

（
昭

和
五
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
二
号
）
第
二
十
条
又
は
第
二
十
一
条
の
規
定
に

和
五
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
二
号
）
第
二
十
条
又
は
第
二
十
一
条
の
規
定
に

よ
る
規
制
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲

よ
る
規
制
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
県
税
の
課
税
を
免
除
す
る

げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
県
税
の
課
税
を
免
除
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
〜
三

略

一
〜
三

略



- 21 -

山

梨

県

の

事

務

処

理

の

特

例

に

関

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

（

附

則

第

五

項

関

係

）

新

旧

（
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
）

（
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
）

第
二
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
係
る

第
二
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と

も
の
を
除
く
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と

と
す
る
。

と
す
る
。

事

務

市
町
村

事

務

市
町
村

一
〜
二
十
五
の
二

略

一
〜
二
十
五
の
二

略

二
十
六

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

各
市
町
村

二
十
六

山
梨
県
公
害
防
止
条
例

（
昭
和

各
市
町
村

五
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
二
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

五
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
二
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た

に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た

め
の
規
則
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
規
則
」

め
の
規
則
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
規
則
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
〜
ヲ

略

イ
〜
ヲ

略

ワ

条
例
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
イ
、
ロ
及

ワ

条
例
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
イ
、
ロ
及

び
リ
に
よ
り
受
理
し
た
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

び
リ
に
よ
り
受
理
し
た
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
徴
収

の
徴
収

カ

条
例
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査

カ

条
例
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
（

（
イ
、
ロ
及
び
リ
に
よ
り
受
理
し
た
も
の
に
係
る
も
の

イ
、
ロ
及
び
リ
に
よ
り
受
理
し
た
も
の
に
係
る
も
の
に
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に
限
る
。
）

限
る
。
）

二
十
七

略

甲
府
市

二
十
七

略

甲
府
市

イ
〜
タ

略

イ
〜
タ

略

レ

条
例
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
行
為
の
停
止
及
び

レ

条
例
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
行
為
の
停
止
及
び

措
置
（
条
例
第
四
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
者

措
置
（
条
例
第
四
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
者

で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
に
対
す
る

に
対
す
る

も
の
に
限
る
。
）
の
命
令

も
の
に
限
る
。
）
の
命
令

ソ

条
例
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
工
場
及
び
特

ソ

条
例
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
工
場
及
び
特

定
施
設
に
係
る
報
告
の
徴
収

定
施
設
に
係
る
報
告
の
徴
収

ツ

条
例
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
工
場

ツ

条
例
第
五
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
工
場

及
び
特
定
施
設
に
係
る
立
入
検
査

及
び
特
定
施
設
に
係
る
立
入
検
査

二
十
八
〜
三
十
二

略

二
十
八
〜
三
十
二

略


